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予 算 額
13,902

（拡充）
208,664

ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチン

感染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の

向上及び増進に寄与するため、予防接種事業を推進します

定期接種対象者に対する予防接種予診票の個別送付を再開します

○HPVワクチンは、平成25年4月から予防接種法に定める定期接種になりましたが、同年6月、

厚生労働省からワクチンとの因果関係を否定できない疼痛のため積極的な勧奨を控えるよう

勧告があり、区では定期接種対象者に対する予診票の個別送付を差し控えていました。

（希望者にのみ予診票を交付）

HPVワクチンについて

接種率向上のため、自己負担金額を

1,500円に軽減しています
（令和３年度から実施）

高齢者用肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による感染症を予防し重症化を防ぎます。

予防接種の推進

これまでの周知

定期接種の対象者

子宮頸がん等の原因となるHPVの感染を防ぐ

ワクチンです。

約半年かけて合計３回接種します。（無料）

小学校６年～高校１年相当の女子

■ 予防接種予診票の個別送付（令和４年３月末予定）■ 広報新宿 ■ 区ホームページ

■ 受託医療機関へ周知の協力依頼

令和２年10月

令和２年11月

令和３年１月

令和３年４月

標準接種時期 中学１年

定期接種の対象者（令和４年度）

以下のいずれかに該当し、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方

⑴ 年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方

⑵ 接種日現在、60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に重度の障害

（身体障害者手帳１級程度）がある方（個別に申込が必要）

接種期間

令和４年４月１日～令和５年３月31日

自己負担金額 接種回数

1,500円（生活保護を受給している世帯等の方は無料） １回

厚生労働省作成の新しいリーフレットを保健予防課及び保健センターで配布、

区HPに掲載

区広報にてリーフレット改訂のご案内

区広報にて定期接種のご案内

令和３年度定期接種対象者に対し、個別にハガキによる情報提供

約4,500人

予防接種事業の主な流れ
周知方法

○この勧告が令和3年11月26日付で廃止されたことを受け、令和４年度から予診票の個別

送付を再開します。区では、令和4年度に高校2年生になる方も含め、定期接種の対象者へ

送付するとともに、接種勧奨を差し控えたことで接種機会を逃した方に対しては、国の動向を

踏まえて対応していきます。
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